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１.陽性が判明した場合の対応 （２）推奨する療養期間 より引用 

 

 
 

園メールでお知らせしたとおり、こども園で新型コロナウイルス感染症が集団発生しています。 

仙南保健所疾病対策班に報告し、感染拡大防止のため、保健師の指導に基づいて対応してまいり

ますので、以下の内容についてご理解とご協力をお願いいたします。 

 

・症状がある場合の登園は控えましょう 

咳・鼻水・のどの痛み・頭痛・嘔吐・下痢の症状がみられた場合は自宅で様子をみる。 

また、普段と様子が違う時は、登園時に職員に伝えましょう。 

・発熱時は医療機関を受診しましょう 

症状が続いている、発熱が伴う場合は医療機関を受診し、担当医に、「こども園で新型コロナ   

ウイルス感染症が増えています。」と伝えてください。 

・診断を受けたらしっかり療養しましょう 

新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、宮城県が推奨する療養期間に基づいてお休み

していただきます。 （以下の表参照） 

・登園の際に『登園届』（保護者記入）が必要になります。入園のしおり P１４をコピーして記入

するか、事務室にありますので職員にお声がけください。 

・発症日から１０日間は感染性のウイルスを排出している期間とみなしますので、不織布マスク

の着用をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保 健 だ よ り  

令和６年度 9月号  丸森たんぽぽこども園 

 

 

未満児クラスで、感染性胃腸炎・手足口病と診断された

お子さんがいます。また、下痢症状でお休みするお子さん

が増えてきました。嘔吐や下痢の症状がみられた場合は登

園を控えていただき、医療機関を受診していただきますよ

うお願いいたします。受診した際には担当医に、「こども園

で同様の症状のお子さんがいます。」と伝えてください。ま

た、普段と様子が違う時など、登園の際に職員にお知らせ

ください。 

なお、感染性胃腸炎・手足口病と診断された場合は、登

園の際に『登園届』（保護者記入）が必要になります。入園

のしおり P１４をコピーして記入するか、事務室にありま

すので職員にお声がけください。 

 

 

 

 

 

 

 


